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第１部

特別支援学級　　編



【学校教育法施行規則137条】
　　　特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第81条第項各２号に掲げる区分
   に従って置くものとする。

１　特別支援学級とは
    特別支援学級は、以下の学校教育法第81条によって位置付けられています。
 障害のあるため、通常の学級における教育では十分な教育効果を上げることが困難な児童生徒等のため
に特別に編成された学級です。
　学校教育法第81条第２項に示された障害のある児童生徒に対して、その障害の状態や教育的ニーズに
応じた指導を行います。単に個別での学習を行うための学級ではないこと等に留意が必要です。
　そのために、通常学級と同じ教育課程ではなく、児童生徒の特性に応じた特別の教育課程が必要となりま
す。学校教育法第81条第１項の「障害による学習上または生活上の困難を克服するための教育を行うもの
とする」について、学習指導要領では、自立活動を特別の教育課程に取り入れることが示されました。

【学校教育法】
（特別支援学級）
　　　第81条　幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項
　各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及
　び生徒に対し、　文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服する
　ための教育を行うものとする。

　２　小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当す
　　る児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
　　　１　知的障害者
　　　２　肢体不自由者
　　　３　身体虚弱者
　　　４　弱視者
　　　５　難聴者
　　　６　その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

　３　前項に規定する学校においては、疾病により療育中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設
   け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

第１章 特別支援学級の法的位置づけと対象
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自閉症・
情緒障害者

　　一　自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成
      が困難である程度のもの
　　二　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活へ
      の適応が困難である程度もの

弱視者
　　拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度
のもの

難聴者 　　補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの

言語障害者

　　口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し
言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の
遅れがある者、その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因する
ものではない者に限る。）で、その程度が著しいもの

病弱者及び
身体虚弱者

　　一　慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は
      生活の管理を必要とする程度のもの
　
　　二　身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの

２　特別支援学級対象の児童生徒について

種類

知的障害者

肢体不自由者

   　特別支援学級の入級対象となる児童生徒については、以下のように示されてます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２５年１０月４日付２５文科初第７５６号）

 障害の程度

　　知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営む
のに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの

　　補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難が
ある程度のもの

「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの場の充

実に向けて～」（令和３年 ６月文部科学省初等中央教育局特別支援教育課）の第３編「障害の状態

等に応じた教育的対応」には、各障害種ごとに「教育的ニーズ」や「学校や学びの場と提供可能な教

育機能」、「障害の状態の理解」等が記載されています。担当するお子さんの障害の状態の把握等の

参考になりますので、ぜひ、目を通しておきましょう！
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〈各教科の目標設定に至る手続きの例：知的障害〉
a　小学校（中学校）学習指導要領の第２章各教科に示されている目標及び内容について、次の手順で
児童生徒の習得状況や既習事項を確認する。
　　・当該学年の各教科の目標及び内容について
　　・当該学年より前の各学年の各教科の目標及び内容について
b　a の学習が困難又は不可能な場合、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の第２章第２款第
１に示されている知的障害者である児童を教育する特別支援学校小学部（中学部）の各教科の目標
及び内容についての取扱を検討する。
c  児童生徒の習得状況や既習事項を踏まえ、小学校卒業までに育成を目指す資質・能力を検討し、在
学期間に提供すべき教育内容を十分見極める。
ｄ　各教科の目標及び内容の系統性を踏まえ、教育課程を編成する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説総則編（平成２９年７月）ｐ110

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説総則編（平成２９年７月）ｐ１０９

１　教育課程の考え方
 　 特別支援学級は小学校・中学校の学級の一つであり、学校教育法に定める小学校・中学校の目的
及び目標を達成するものでなければなりません。
　　しかしながら、対象となる児童生徒の障害の種類、程度等によっては、障害のない児童生徒に対する
教育課程をそのまま適用することが必ずしも適当でない場合があります。
　　そのため、特別支援学級に係る教育課程については、学校教育法施行規則第138条に、次のように
規定されています。

【学校教育法施行規則第138条】
　　小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る
教育課程については、特に必要がある場合は、（中略）特別の教育課程によることができる。

　　特別支援学級において実施する特別の教育課程の編成に係る基本的な考え方については、小・中学
校学習指導要領総則に次のように示されています。

【小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領　第1章総則　第４の２の（１）のイ】

　特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとする。
（ア）障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・
　　中学部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。

（イ）児童生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の
　　教科の目標や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う
　　特別支援学校の各教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。

　　上記（イ）のように、　各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に替えたり、各教科を、知的
障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりする場合には、保護者
等に対する説明責任や指導の継続性の担保の観点から、理由を明確にして教育課程の編成を工夫す
ることが重要です。
　　また、各教科の目標設定については、次のような手順を踏むようにします。

第２章 特別支援学級の教育課程
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4

(各教科等を合わせた指導）

４



２　教育課程の編成について

　（１）小学校特別支援学級における教育課程

　　　①【小学校の教育課程】（通常の学級）

区　　分 第1・2学年 第3・4学年 第5・6学年

各教科

国語 国語 国語

算数 社会 社会

生活 算数

体育 図画工作 図画工作

体育 家庭

算数

音楽 理科 理科

図画工作 音楽 音楽

特別の教科道徳 道徳 道徳 道徳

外国語活動 外国語活動

体育

外国語

　　　②【小学校特別支援学級（知的障害を除く）の教育課程の例】

区　　分 第1・2学年 第3・4学年 第5・6学年

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

特別活動 特別活動 特別活動 特別活動

体育 図画工作 図画工作

体育 家庭

音楽 理科 理科

図画工作 音楽 音楽

特別の教科道徳 道徳 道徳 道徳

外国語活動 外国語活動

体育

外国語

各教科

国語 国語 国語

算数 社会 社会

生活 算数 算数

自立活動 自立活動 自立活動 自立活動

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

特別活動 特別活動 特別活動 特別活動

５



イ　小学校第２学年　知的障害特別支援学校の教育課程を参考にした教育課程

　　　③【知的障害のある小学校特別支援学級の教育課程の例】

国　　語

算　　数

生　　活

体　　育 体育

ア　小学校第２学年　一部下学年の教科に替えた教育課程

区　　分 通常学級の第1・2学年 ２学年

算数（１学年）

音　　楽 音楽

図画工作 図画工作

国語（１学年）

特別の教科道徳 道徳 道徳

総合的な学習の時間

外国語活動

特別活動 特別活動 特別活動

　国語（※知３段階）

算　　数 算数（１学年）

音　　楽 音楽

自立活動

区　　分 通常学級の第1・2学年 ２学年

※知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校小学部の各
教科の３段階を（知３段階）と表記

自立活動

総合的な学習の時間

外国語活動

生活

各教科

特別活動 特別活動 特別活動

図画工作

体　　育 体育

特別の教科道徳 道徳 道徳

各教科

生　　活 生活

国　　語

図画工作

【①知的障害特別支援学校の各教科について】

各教科の内容は、学年別には示さず、小学部は３段階、中学部は２段階、高等部は２段階で示

しています。これは、対象とする児童生徒の学力などが、同一学年であっても、知的障害の状態

や経験等が様々で個人差が大きいため、段階を設けて示した方が個々の児童生徒の実態に

即し、各教科の内容を選択して指導しやすいからです。

知的障害特別支援学校の小学部の「生活」は、小学校１・２年生の「生活」と同じ名前です

が、内容は大きく異なります。知的障害特別支援学校の「生活」の具体的な内容は、「ア 基本

的生活習慣」「イ 安全」「ウ 日課・予定」「エ 遊び」「オ 人との関わり」「カ 役割」「キ 手伝

い・仕事」「ク 金銭の扱い」「ケ きまり」「コ 社会の仕組みと公共施設」「サ 生命・自然」「シ も

のの仕組みと働き」の12の内容から構成されています。

下学年に替える

下学年に替える

下学年に替える

特別支援学校に替える

６



①【中学校の教育課程】（通常の学級）

自立活動

中学校第３学年

第３学年

国　　語（１年）

社　　会

数　　学（２年）

理　　科

音　　楽

美　　術

保健体育

音　　楽

美　　術

保健体育

技　術・家　庭

外　国　語

特別の教科　道徳

特別の教科　道徳

特別活動

　職　業・家　庭（知２段階）

外　国　語

道徳

総合的な学習の時間

特別活動

道徳

各　教　科

国　　語

道徳道徳

特別活動

（２）　中学校特別支援学級における教育課程
　　②【中学校特別支援学級　（知的障害の除く）の
　　　　教育課程の例】

区　　分 第1～３学年 区　　分 第1～３学年

自立活動

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

自立活動

③【知的障害特別支援学校の教育課程を参考にした中学校特別支援学級の教育課程の例】

区　　分 通常の学級の第３学年

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

各　教　科

国　　語

各　教　科

国　　語

社　　会 社　　会

数　　学 数　　学

理　　科 理　　科

音　　楽

外　国　語

音　　楽

美　　術 美　　術

保健体育 保健体育

特別活動

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間

社　　会

数　　学

理　　科

特別活動 特別活動 特別活動

技　術・家　庭 技　術・家　庭

外　国　語

特別の教科　道徳

下学年に替える

下学年に替える

特別支援学校に替える

【②知的障害特別支援学校の各教科について】
「技術・家庭」はなく、「職業・家庭」になります。中学校の「家庭」と同じ名前ですが、

目標・内容は異なります。

一部下学年に替える

一部下学年に替える
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　（３）特別の教育課程編成上の留意点
　　　特別の教育課程を編成する場合、知的障害のない児童生徒と知的障害のある児童生徒の場合で
　は、留意点が異なります。次に示したことに留意して教育課程を編成しましょう。

知的障害のない児童生徒の場合 知的障害のある児童生徒の場合
○小・中学校の当該学年の各教科 児童生徒の実態把握を十分に行い、各教科の目標や内

容、指導の形態を考え、児童生徒の実態に合わせて編
成します。

各
教
科

○通常の学級と同様に、小学校3年生以上は必ず
実施します。

○原則は、通常の学級と同様に小学校3年生以上は実
施します。

〈実施しない場合〉
　知的障害特別支援学校（小学校）と同様の教育課程
上の取扱いをする等、妥当な理由が必要となります。
※知的障害を対象とする特別支援学校の小学部の教
育課程に総合的な学習は設定されていません。中学部
には設定されています。

○小・中学校の学習指導要領に基づく当該学年の各教科の内容で対応するのが難しい場合
　→各教科の目標・内容を、下学年の目標・内容に替えることができます。
　→合科的・関連的な指導を行うことができます。

→知的障害特別支援学校の各教科に替えることができ
ます。
→特に必要がある場合、各教科等を合わせた指導を行
うことができます。(どの教科の どの内容を合わせて指
導するのかを明確にしておく必要があります）

○通常の学級と同様に、必ず実施します。 ○通常の学級と同様に、必ず実施します。ただし、各教
科等を合わせて指導を行う場合、その指導の形態の中
に含めて行うこともできます。

○通常の学級と同様に、必ず実施します。 ○通常の学級と同様に、必ず実施します。ただし、各教
科等を合わせて指導を行う場合、その指導の形態の中
に含めて行うこともできます。

○障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、心
身の調和的発達の基盤を培うための領域「自立活動の時間における指導」を教育課程に位置付けます。
○自立活動の授業時数は、個々の児童生徒の障害の状態に応じて、適切に定めます。

○必ず実施します。 ○必ず実施します。
　ただし、各教科等を合わせて指導を行う場合、その指
導の形態の中に含めて行うこともできます。

○通常の学級と同様に、３、４年生は外国活動を、
５、６年生は外国語を必ず実施します。

○原則は、通常の学級と同様に、３，４年生は外国語活
動を、５，６年生は外国語を実施します。
〈実施しない場合〉
　知的障害特別支援学校（小学校）と同様の教育課程
上の取扱いをする等、妥当な理由が必要となります。
※知的障害特別支援学校小学部では、目安として国語
科の３段階の児童を対象に、外国語活動を設けることも
できます。

道
徳
科

特
別
活
動

自
立
活
動

外
国
語
活
動
及
び
外
国
語

（
小
学
校

）

総
合
的
な
学
習
の
時
間
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3　各教科等の指導について（知的障害のある児童生徒）
　　対象となる児童生徒の実態によって、指導を行う教科やその授業時数の定め方は異なっています。した
がって、教科別の指導を計画するに当たっては、教科別の指導で扱う内容について、一人一人の児童生徒
の実態に合わせて、個別的に選択・組織しなければならないことが多く、その場合、一人一人の児童生徒の
興味・関心、学習状況、生活経験等を十分に考慮することが大切です。
　　特に、児童生徒の個人差が大きい場合には、一斉授業の形態で進める教科別の指導は困難であること
から、それぞれの教科の特質や指導内容に応じて小集団を編成し個別的な手立てを講じるなどして、個に
応じた指導を徹底する必要があります。
　　各教科等の指導は、児童生徒が自立、社会参加するため、各教科の目標を踏まえつつ、各教科等を合せ
た指導等と互いに関連をもたせて指導することが大切です。

〈関連法令〉

【学校教育法施行規則第126条】

 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び
外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動
によって編成するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作
及び体育の各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によって教育課程を編成するものと
する。ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。

【学校教育法施行規則第127条】

　特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外
国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によって編成する
ものとする。
２　前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美
術、保健体育及び職業・家庭の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自
立活動によって教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教育課
程を編成することができる。

【留意事項】

小・中学校学習指導要領における各教科の目標や内容と知的障害特別支援学校小・中学部に

おける各教科の目標、内容には違いがありますので、教育課程を編成される際には、十分に確認し

た上で児童生徒の実態と照らし合わせて教育課程の編成を検討してください。

９



４　各教科等を合せた指導について
　　知的障害のある児童生徒に対する教育を行う特別支援学校においては、特に必要がある場合、各教科、
特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を
行うことができます。

　　知的障害特別支援学級においては、「各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立
活動の全部または一部について合わせて授業を行うこと」（学校教育法施行規則第130条第2項）が認め
られており、各教科等を合せた指導を行うことが可能です。
　ただし、知的障害特別支援学校小・中学部の教育課程を参考にする場合であっても、総合的な学習の時
間を合わせて指導することはできません。
　　また、各教科、特別な教科である道徳、特別活動のそれぞれの目標及び内容を基にして、それらの目標の
系統性や内容の関連性に十分配慮しながら、指導目標、指導内容、指導の順序、指導の時間配当等を十
分に明らかにした上で、適切に年間指導計画等を作成する必要があります。
その際、個々の児童生徒に必要な自立活動の指導目標及び指導内容との関連性にも十分留意する必要が
あります。
　 各教科等を合せた指導の形態としては、
　　①日常生活の指導　　②遊びの指導　③生活単元学習　④作業学習　があげられます。
　　知的障害のある児童生徒に対して行う教育では、自立的な生活の実現を目指し、一人一人の児童生　徒
の発達の状態に応じて指導することを基本にしています。
→評価は各教科それぞれで評価を行います。
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◎学習評価に関する基本的な考え方は、障害のある児童生徒においても同様です。
◎障害のある児童生徒については、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導や指導方法の
　　工夫を行い、観点別学習状況を踏まえた評価を適切に行います。

（３）指導要録の作成について
　　指導要録の記載については、平成３１年３月２９日付け３０文科初第１８４５号初等中等教育
局長通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及
び指導要録の改善「特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については、必要が
ある場合、特別支援学校小学部（中学部）の指導要録に準じて作成する。」とされています。
　　また、「障害のある児童生徒について作成する個別の指導計画に指導要録の指導に関する
記録と共通する記載事項がある場合には、当該個別の指導計画の写しを指導要録の様式に
添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。」とされています。
　　なお、指導要録の様式については、各市町村教育委員会において定められています。

５  学習評価について

（１）学習評価の意義

　　　学習評価は、児童生徒の学習の状況及び学習の成果を確かめることであり、その評価に基づき、
学習の成果を次の段階の指導に生かすことです。学習評価は、学習指導の改善や学校における教育
課程全体の改善に向けた取組と効果的に結び付け、学習指導に係るPDCAサイクルの中で適切に実
施されることが重要です。

※指導と評価の一体化・・・PDCAサイクルを繰り返しながら、適切な見直しや改善を図ること

　　Plan　 ・・・ 教育課程の編成、各教科等の学習指導の目標や内容、指導計画、評価計画
　　Do　　　・・・ 指導計画を踏まえた教育活動の実施
　　Check・・・ 児童生徒の学習状況の評価、それを踏まえた授業や指導計画等の評価
　　Action・・・ 評価を踏まえた授業改善や個に講じた指導の充実、指導計画等の改善

（２）障害のある児童生徒の学習評価について

　障害のある児童生徒の学習評価は、以下の考え方を踏まえて行います。

～各教科等を合わせた指導の評価について～

各教科等を合わせた指導の指導形態で評価する場合は，学習指導要領に示す各教科等

（合わせて行った各教科ぞれぞれ）の目標・内容に照らし，各教科等の評価の観点を踏ま

え，具体的に定めた指導内容，実現状況等を箇条書き等により文章で端的に記述します。

記述は，個別の指導計画に基づいて、それぞれの合わせた教科について

① どのような知識・技能が身に付き（知識及び技能）

② どのように思考・判断・表現していたか（思考力・判断力・表現力等）

③ どのような態度で取組んでいたか（主体的に学習に取り組む態度）

について簡潔に記します。その際，題材や単元のみの評価にならないように注意しましょう。
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６　自立活動について

　　障害のある児童生徒は、その障害によって、日常生活や学習場面において様々なつまづきや困難が
生じるため、個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導が必要です。こ
のため、自立活動の領域を設定し、それらを指導することによって、児童生徒の人間として調和のとれた
育成を目指しています。また、自立活動の指導が各教科等において育まれる資質・能力を支える役割を
担っています。

（２）自立活動の教育課程上の位置付け

　  自立活動は、「個々の児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に
改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培
う」ことをねらいとしています。
　この自立活動は、授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし、各教科等の指
導において、密接や関連を図って行わなければなりません。このように、自立活動は障害のある児童生
徒の教育にとって、教育課程上重要な位置を占めていると言えます。

（3）自立活動の指導の基本

（１）自立活動とは

4環境の把握
(1)保有する感覚の活用に関すること。
(2)感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。
(3)感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(4)感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と
　　　状況に応じた行動に関すること。
(5)認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

　  自立活動の指導に当たっては、個々の児童生徒の的確な実態把握に基づき、指導すべき課題を明
確にすることによって、個別に指導目標や具体的な指導内容を定めて個別の指導計画を作成します。
自立活動の指導は、それに基づいて個別指導の形態で行われることが多いですが、指導目標を達成
する上で小集団や集団での形態での形態で指導することが効果的な場合も考えられます。

　  自立活動の「内容」は、人間としての基本的な行動を遂行するために、必要な要素と、障害による学
習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素で構成されており、それらの代表的な要素
である２７項目を６区分に分類・整理したものです。

（４）自立活動の「内容」

5 身体の動き
(1)姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
(2)姿勢保持と運道・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3)日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4)身体の移動能力に関すること。
(5)作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

6 コミュニケーション
(1)コミュにケーションの基礎的能力に関すること。
(2)言語の受容と表出に関すること。
(3)言語の形成と活用に関すること。
(4)コミュニケーションの手段の選択と活用に関すること。
(5)状況に応じたコミュニケーションに関すること

【特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章第２章の内容】

※児童生徒の実態把握を基に、個々の児童生徒に必要とされる項目を選定し、それらを相互に関連付けて具体的
な指導内容を設定します。よって、自立活動の「内容」は、個々の児童生徒に、そのすべてを指導すべきものとして
示されているものではないことに十分留意する必要があります。

１ 健康の保持
(1)生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2)病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3)身体各部の状態の理解と養護に関すること。
(4)障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。
(5)健康状態の維持・改善に関すること。

2心理的な安定
(1)情緒の安定に関すること。
(2)状況の理解と変化への対応に関すること。
(3)障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する
　　 意欲に関すること。

3 人間関係の形成
(1)他者とのかかわりの基礎に関すること。
(2)他者の意図や感情の理解に関すること。
(3)自己の理解と行動の調整に関すること。
(4)集団への参加の基礎に関すること。
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